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１ 所在地について
東京都江東区辰巳３−７−１０
月島倉庫株式会社 辰巳倉庫
連 絡：月曜日〜金曜日（土日祝祭日は除く）８：３０〜１７：３０
電 話：０３−５５３４−６９５１
ＦＡＸ：０３−５５３４−６９５２

２ 管理について
東京都江東区辰巳３−７−１０
月島倉庫株式会社 営業第三事業部 シェア倉庫課

  連 絡：月曜日〜金曜日（土日祝祭日は除く）８：３０〜１７：３０
電 話：０３−５５３４−６９５１
ＦＡＸ：０３−５５３４−６９５２

３ 警備会社について
東京都江東区東陽１−３４−１３
セコム株式会社 江東支社
電 話：０３−３６４７−８２３４

４ 管轄官庁関係について
【警察署】
東京都江東区北砂２−１−２４
城東警察署
電 話：０３−３６９９−０１１０

【消防署】
東京都江東区木場３−１８−１０
深川消防署
電 話：０３−３６４２−０１１９

５ 担当者・連絡先について
利用者は契約前に担当者および連絡先をご連絡ください。
また、変更があった場合には都度ご連絡ください。

６ 防火管理について
(1) 消防署の立入検査については、全面的にご協力いただき、管理者の指示に従ってください。
(2) 利用にあたり、以下順守事項といたします。

①倉庫内および敷地内は、火気厳禁・禁煙です。
②倉庫内および敷地内に車両の放置、共有部分へ物品の放置は禁止です。
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③倉庫内および敷地内の消火栓・防火扉・排煙設備等の防火設備の開閉や作動の妨げとなる物
品の放置は禁止です。



７ 防火設備について
(1) 異常発生時の通報

(2) 火災感知器

(3) 消火器

８ 開館・閉館について
シェア倉庫内は原則３６５日２４時間入館可能です。

９ 警備・防犯について
  (1)

(2) シェア倉庫内への開錠は利用者の責任において行ってください。
(3)

(4)

(5) 当該建物における他フロアへの立ち入りは禁止です。

１０ 機械警備用セキュリティーカード・南京錠について
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

利用者は各区画の南京錠を責任をもって保管し、万一紛失の場合は、直ちに管理者へご連絡く
ださい。利用者の負担にて取替ください。

シェア倉庫利用時に貸与いたしました南京錠は、契約終了時に返却いただきます。万一紛失さ
れた場合には、利用者の負担で当社指定の南京錠にお取替えいただきます。
利用者が倉庫内へセキュリティーカードを残置したまま退館し、セキュリティーの解除を警備
会社へ依頼し、発報および発動した場合には、２，２００円（税込）で請求いたします。

南京錠の複製はいかなる場合も禁止です。万一複製が判明した場合には、直ちに(2)と同様の
処理を行い、相当の金額を請求いたします。

シェア倉庫内の出入りは、セキュリティーカードを利用して開錠を行います。利用者には機械
警備用のセキュリティーカードを２枚無償で貸与いたします。また、シェア倉庫内各区画の出
入りは南京錠を利用して開錠を行います。各区画につき１つ無償で貸与いたします。機械警備
用セキュリティーカードおよび南京錠の取り扱いについては、以下順守事項といたします。

火災の発見、設備機器の故障の有無、シェア倉庫を含む当該建物の防火管理ならびに設備管理
に必要な情報は、防災盤に集まる仕組みになっております。また、防災盤は遠隔監視により警
備会社が常時監視しており、異常発生時は警備会社に自動的に通報されます。
異常が発生した場合、非常ベルが鳴ります。利用者が異常を感知した場合には、警備会社が現
場に到着するまでに、直接１１０番および１１９番へ通報し、併せて管理者まで速やかにご連
絡ください。

シェア倉庫内には、必要な区画毎に火災報知器を設けて火災の発見を早期に感知し、警備会社
に自動的に通報いたします。

消防法の規定に基づき、シェア倉庫内に歩行距離２０ｍにつき、１本の消火器を設置しており
ます。初期消火の場合には使用ください。また、電気、油および化学薬品による火災にも使用
できます。なお、利用者が内装工事・設備付加工事により消火器の増設が必要になった場合
は、利用者の負担にて設置ください。その場合には、管理者にご連絡ください。

警備会社のシステム起動時はシェア倉庫内へつながる扉のこじ開け等がないかを警備しており
ます。システムが起動していない状況、起動している場合においても、シェア倉庫内の警備に
ついては利用者の責任において実施してください。

最終退館の際には、電気・空調機を消してください。消し忘れを確認した場合には、別途料金
を請求する場合がございます。
シェア倉庫内および敷地内で火災・負傷者・交通事故・盗難・災害・破損等を発見した場合
は、速やかに管理者へ連絡し、指示に従ってください。

機械警備用セキュリティーカードの追加・紛失・変更については、管理者へご連絡ください。
追加の場合には、１枚３，３００円（税込）で作成いたします。なお、旧セキュリティーカー
ドの番号は永久に抹消いたします。
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１１ シェア倉庫を含む当該建物の規制および制限について
(1) 利用者は、譲り合って互いの通行を妨げぬようお願いいたします。
(2) 当該建物敷地内における速度は８km/hです。

１２ フリーWi−Fiの使用について
シェア倉庫内で提供しているフリーのWi-Fiにつきましては、その不具合によってもたらされた
損失責任は、管理者は負いません。

１３ 電気、水道、エレベーター等の停止について

１４ エレベーターの使用について

１５ 改修工事（設備増設工事・内装工事等）および原状変更について
(1)

(2)

１６ 清掃・ごみの分別について
(1) シェア倉庫区画内の清掃については、利用者にて行ってください。
(2)

１７ シェア倉庫内の故障について

(1) 電気・水道・空調機・手洗い場等の設備故障。
(2) 漏水。
(3) 当該建物設備。

１８ 不審物、不審者の発見について

(1) 不審物・不審者。
(2) その他。

当該建物は、設備の点検等で電気・水道・エレベーターを一時的に停止する場合がございます。ま
た、年に１回全館停電し、法令に基づく電気設備の点検を実施しております。（停電時に必要な電
力の確保は利用者が行ってください。）予定日を事前に連絡し、調整の上実施いたしますが、緊急
の場合には、事前の連絡になります。

シェア倉庫を含む当該建物には、貨物用エレベーターおよび人荷用エレベーターが各１台ございま
す。それぞれ積載重量および乗用定員数の標示がございますので超過しないようご注意ください。
なお、使用時間については祝祭日および特定日を除き、原則月曜日〜金曜日の８：３０〜１７：３
０といたします。人荷用エレベーターは原則２４時間３６５日利用できます。

改修工事を行う場合には、原則として工事施工予定日の１ヵ月前までに管理者へご相談いただ
いた上、「原状変更工事申請書」（図面を含む）を提出してください。
前項の工事に伴い、シェア倉庫内の躯体、設備（一時側電源等）原状変更を要する改修につい
ては、管理者の承諾を得て、管理者の指定する業者にて施工ください。

次の項目の異常や不具合を発見した場合には、直ちに管理者へご連絡ください。

次の項目の異常や不具合を発見した場合には、直ちに管理者へご連絡ください。
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利用者は、当社指定のごみ袋をご購入いただき、廃棄を行ってください。なお、ダンボールは
当社指定の場所で回収を行い、無償で廃棄いたします。



１９ シェア倉庫区画内の立ち入りについて

２０ 禁止事項について
(1) シェア倉庫利用者を含む各テナントの業務および営業を妨害すること。
(2) 迷惑となる騒音を出すこと。
(3) 物品の販売を行うこと。
(4)
(5) 動物の持ち込み・飼育をすること。
(6) 敷地内で喫煙すること。
(7) 物品を放置あるいは指定の場所以外で廃棄すること。
(8) 指定場所以外で車両を駐車すること。
(9) 宿泊すること。（夜間作業を除く。）
(10) 設備・備品を持ち出すこと。
(11) 発火・爆発・引火性物質の持ち込みおよび石油ストーブを利用すること。
(12) 寄付行為・勧誘等の目的のため、当該建物への立ち入りおよびこれらの行為を行うこと。
(13) 管理者の承諾を得ず、工事を行うこと。
(14) トラックバース、車路に物品を保管すること。
(15) １５歳未満の者が立ち入ること。
(16) 反社会的勢力の者が立ち入ること。

２１ 運送取次業務について
利用者からの路線便（宅配等）の依頼については、管理者に申し出てください。
路線便以外の運送依頼については、原則として、別途、運送業務委託契約の締結が必要となります。

２２ 作業の依頼について
利用者からの作業依頼については、管理者に申し出てください。

２３ 免責事項について
次項の事由による損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1) 商品搬出入時における事故。
(2) 車両・人身の事故。
(3)

２４ 本細則の改訂について
改訂が生じた場合は、改めてシェア倉庫利用者へ通知いたします。
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天災事変またはこれに類する不可抗力における商品・什器・設備の破損等。

危険物・有害物質・毒劇物・不潔な物品、異臭物を建物内に持ち込むこと。

管理都合上、必要と認めた場合には、管理者が区画内へ立ち入る場合がございます。ただし、緊急
の場合を除き事前にご連絡いたします。


